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国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 治験等審査委員会における会議資料取り扱いについて（2020/11/2）・変更対比表 

変更箇所 改正前（2018 年 9 月 3 日制定） 改正後（2020 年 11 月 2 日一部改正） 変更理由等 

（使用するシステム） 

第３条第２項 

２ IRB関係者が会議の際に資料を閲覧するため、次の各

号のシステムを使用する。ただし、アプリケーション・

ソフトをバージョンアップする際は、バージョン番号を

読み替えることにより本取り扱いを適用する。 

（1） 富士ゼロックス社 DocuWorks Mobile (iOS版) 

（2） 前号をインストールした iPad（以下「DocuWorks 

用 iPad」という） 

２ IRB関係者が会議の際に資料を閲覧するため、次の各

号のシステムを使用する。ただし、アプリケーション・

ソフトをバージョンアップする際は、バージョン番号を

読み替えることにより本取り扱いを適用する。 

（1） 富士ゼロックス社 DocuWorks Viewer Light 

(iOS版) 

（2） 前号をインストールした iPad（以下「DocuWorks 

用 iPad」という） 

使用アプリケー

ション・ソフト

変更のため 

附則 附則 

１ 本取り扱いは、2018年 9月 3日より施行する。 

２ 本取り扱いの改正は、治験等審査委員会事務局が所

掌する。 

附則 

１ 本取り扱いは、2018 年 9 月 3 日より施行する。 

２ 本取り扱いの改正は、治験等審査委員会事務局が

所掌する。 

 

附則 

１ 本取り扱いは、2020 年 11 月 2 日より施行する。

ただし、本取り扱いの施行日前になされた申し込み

手続きその他の行為は、なお、廃止前の取り扱いの

例による。 

２ 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院

治験等審査委員会における会議資料取り扱いについ

て（西暦 2018 年 9 月 3 日制定）は廃止する。 

改訂のため 

ペーパーレス化書式 2018年 9月 3日作成 2020 年 11 月 2 日作成 ペーパーレス化

書式３の見直し

のため 

 


